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伊達地方消防組合火災調査規程 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」という。）第７章の

規定に基づく火災の調査（以下「調査」という。）について必要な事項を定めるもの

とする。 

（用語の定義） 

第２条 この訓令における用語の意義は、法及び火災報告取扱要領（平成６年消防災第

100号）の定めるところによる。 

（調査の目的） 

第３条 調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにし、消防行政に反映

することができる資料を得ることを目的とする。 

（調査の基本） 

第４条 調査は、物的証拠を主体とし、関係者等（法第２条第４項に定める関係者及び

火災の発見者、通報者、初期消火者その他調査の参考となる情報を提供し得る者をい

う。）の申述に基づいて検討を加え、科学的方法による合理的な事実の解明を図らな

ければならない。 

（調査の区分） 

第５条 調査は火災原因調査及び火災損害調査に区分し、その項目は次に掲げるとおり

とする。 



 

 

(１) 火災原因調査 

ア 出火原因 火災の発生経過、延焼拡大要因等 

イ 発見、通報及び初期消火の状況 発見の動機、通報又は初期消火の行動経過等 

ウ 避難状況 避難経路、避難上の支障要因等 

エ 消防用設備等の状況 消防用設備等及び特殊消防用設備等の使用、作動状況等 

オ 防火対策の状況 住宅用防災機器の設置、作動状況等 

(２) 火災損害調査 

ア 人的被害の状況 火災による死傷者、り災世帯、り災人員等の人的な被害の状

況 

イ 物的被害の状況 火災による焼き、消火、爆発等による物的な損害の状況 

（調査の責任） 

第６条 消防署長（以下「署長」という。）は、調査の責任を有する。 

（調査態勢の確立） 

第７条 消防長及び署長は、調査態勢の万全を期するため、調査に従事する職員（以下

「調査員」という。）に対し、調査の知識及び技術を教養し、調査技術の向上に努め

なければならない。 

（主任調査員） 

第８条 中央消防署に主任調査員を置く。 

２ 主任調査員は予防係長とし、調査業務を適正に推進するため、調査員に対し積極的

に指導又は助言を行わなければならない。 

（調査の実施） 

第９条 署長は、火災の覚知とともに調査に着手しなければならない。 

２ 署長は、調査員を指定して調査を行わせる。 

（調査の協力） 

第10条 署長は、大規模火災等で、効率的かつ効果的に調査を行う必要があると認めた

場合は、消防長に調査の協力を依頼することができる。 

２ 消防長は、前項の依頼があったときは、消防本部職員のうちから調査員を指名し、

調査に協力させるものとする。 

（質問） 

第11条 調査員は、関係のある者に対し質問し、調査に必要な事実の把握に努めなけれ



 

 

ばならない。 

（少年等に対する質問） 

第12条 少年（18歳未満の者をいう。）、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）

第４条に定める身体障害者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年

法律第123号）第５条に定める精神障害者に対して質問を行う場合は、立会人を置い

て行う。ただし、立会人を置くことで、真実の申述を得られないと認められるときは、

この限りでない。 

２ 署長は、日本語の理解が難しい外国人に関連する火災があった場合は、消防長に通

訳人の派遣を要請することができる。 

（火災出動時の調査） 

第13条 火災に出動した職員は、消火活動を行うとともに、火災状況の見分に努めなけ

ればならない。 

（現場の保存） 

第14条 火災に出動した職員は、消火活動の支障となるような物件の除去、移動等を行

う場合は、必要最小限の範囲でこれを行い、写真その他の方法により現状を記録して

おくよう努めなければならない。 

（調査の立会い） 

第15条 調査は、原則として関係者を立会人として実施しなければならない。 

２ 調査において必要があると認められる場合は、関係者の了承を得て、火災の原因で

ある疑いがあると認められる製品を製造し、若しくは輸入した者（以下「製造事業者

等」という。）を立会人とすることができる。 

（法第32条に基づく資料提出命令等） 

第16条 署長は、製造事業者等から必要な資料の提出が得られない場合は、資料提出命

令書（様式第１号）により資料の提出を命じ、必要な事項の報告に応じない場合は、

報告徴収書（様式第２号）により必要な事項の報告を求める。 

（法第34条に基づく資料提出命令等） 

第17条 前条の規定は、関係者から資料の提出が得られない場合又は必要な事項の報告

に応じない場合について準用する。 

（資料等の保管） 

第18条 署長は、製造事業者等又は関係者から資料の提出があったときは、提出者が所



 

 

有権を放棄する場合は提出資料受領書（様式第３号）を、所有権を放棄しない場合は

提出資料保管書（様式第４号）を提出者に交付する。 

２ 署長は、製造事業者等又は関係者から報告書を受領したときは、提出者に報告徴収

受領書（様式第５号）を交付する。 

（立入検査の立会い） 

第19条 調査のため関係のある場所へ立ち入る場合は、努めて関係者の立会いを得るも

のとする。 

（鑑定） 

第20条 署長は、調査のため必要があると認めた場合は、別に定めがある場合を除き、

官公署等に鑑定（科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果をも

とに火災の原因判定のための資料を得ることをいう。以下同じ。）を鑑定依頼書（様

式第６号）により、依頼することができる。 

２ 署長は、提出資料保管書を交付している資料を鑑定に依頼する場合は、鑑定承諾書

（様式第７号）により、提出者の承諾を得ておかなければならない。 

（鑑識） 

第21条 調査員は、火災の原因又は損害の判定のため必要があると認める場合は、鑑識

（火災の原因判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見

地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。以下同じ。）を行うことができ

る。 

（火災原因の判定） 

第22条 調査員は、見分事実、関係のある者の申述その他関係資料等を総合的に検討し、

科学的に考察を加えて火災原因を判定しなければならない。 

（火災損害の調査） 

第23条 調査員は、火災により損害を受けた財産（以下「り災物件」という。）の調査

のため必要があると認める場合は、関係者に対しり災申告書（様式第８号―様式第11

号）の提出を求める。 

（火災即報） 

第24条 署長は、火災概要を火災即報（様式第12号）により速やかに消防長に報告しな

ければならない。 

（調査記録） 



 

 

第25条 調査員は、火災の原因及び損害を明らかにするため、次に掲げる書類のうち、

必要とされる書類（以下「調査書類」という。）を作成する。 

(１) 火災原因判定書（様式第13号） 

(２) 火災出動時における見分調査書（様式第14号） 

(３) 実況（鑑識）見分調査書（様式第15号） 

(４) 質問調査書（様式第16号） 

(５) 損害調査書（様式第17号） 

(６) 死傷者の調査書（様式第18号） 

(７) 損害額算定書（様式第19号） 

（調査報告） 

第26条 調査員は、調査結果を火災調査書（様式第20号）により署長に報告しなければ

ならない。この場合において、調査書類、り災申告書その他調査に係る資料を添付す

る。 

（消防長への報告） 

第27条 署長は、前条の調査結果を原則として火災を覚知した日から起算して60日以内

に消防長に報告する。 

２ 署長は、火災の規模、特異な事案等により調査が長期にわたる場合は、その旨を消

防長に報告する。 

（り災証明） 

第28条 消防長は、り災物件について、関係者より証明願いがあったときは、別に定め

るところにより証明書を交付する。 

（震災時の調査） 

第29条 消防長は、地震の発生に伴う大規模な火災の調査（以下「震災時の調査」とい

う。）を円滑に実施するため、執行体制の確立に努めなければならない。 

２ 震災時の調査は、火災損害調査を優先するとともに、出火原因、延焼拡大状況等の

記録に重点を置いた火災原因調査を実施する。 

（委任） 

第30条 この訓令の施行について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

１ この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

２ 伊達地方消防組合火災調査規程（平成14年伊達地方消防組合消防本部訓令第３号）

は、廃止する。 

３ この訓令の施行の際現に前項の規定による廃止前の伊達地方消防組合火災調査規程

により処理している調査については、なお従前の例による。 

  



 

 

様式第１号（第16条関係） 

 

  



 

 

様式第２号（第16条関係） 

 

  



 

 

様式第３号（第18条関係） 

 

  



 

 

様式第４号（第18条関係） 

 

  



 

 

様式第５号（第18条関係） 

 

  



 

 

様式第６号（第20条関係） 

 

  



 

 

様式第７号（第20条関係） 

 

  



 

 

様式第８号（第23条関係） 

 
 



 

 

 

  



 

 

様式第９号（第23条関係） 

 

 



 

 

 

  



 

 

様式第９号（その２）（第23条関係） 

 

 



 

 

 

  



 

 

様式第10号（第23条関係） 

 

 



 

 

 

  



 

 

様式第11号（第23条関係） 

 

 



 

 

 

  



 

 

様式第12号（第24条関係） 

 

  



 

 

様式第13号（第25条関係） 

 

  



 

 

様式第14号（第25条関係） 

 

  



 

 

様式第15号（第25条関係） 

 

  



 

 

様式第16号（第25条関係） 

 
  



 

 

様式第17号（第25条関係） 

 

 



 

 

 

  



 

 

様式第18号（第25条関係） 

 

  



 

 

様式第19号（第25条関係） 

 

  



 

 

様式第20号（第26条関係） 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


